
これから訪問診療を始める先生へ

保険請求の第一歩

R8 5月24日 社会保険部















未記入で



０人でも可

この２つの用紙を提出すれば、いよいよ翌月から訪問診療開始です。







































歯管も６月改定からMT病名・義歯フテキ・DULでもOKになりました





つまりは必ず先に歯
科医師が訪問して患
者さんの状態を把握
し、歯科医師からの
指示が必要であると
いう事です。
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月途中で人数が変更になった場合











介護保険優先ルールがあるが、介護認定受けている患者であっても、訪問時に例えば義歯の調整のみで
特に歯科医学的な管理や指導などをしなかった場合は歯在管での請求もありうる












